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恵那商工会議所要望書に対する回答について 

 

１．新型コロナウイルスについての対応 

【新規要望】 

現在、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、当地域の経済活動にも深刻

な影響を及ぼしています。国・県・市から、影響を受けた事業所への経済対策と市民

生活を守る事業を優先し、様々な支援策が打ち出されており、当所においても地域企

業の経営支援に全力を注いでいるところであります。今後においても新しい生活様式

のもと「感染拡大の防止」と「経済活動の維持」という、今まで経験したことのない

２つの課題の両立が求められています。社会・経済のグローバル化が進展した今日、

感染症の影響はより長期化することが予想されています。こうした状況下において、

収束までの期間を下支えし、収束後にはいち早く経済が回復するような策を講じるた

めに下記の事項を要望します。 

 

（１）今後、継続して新型コロナウイルスに影響を受けた事業者への経済対策と市民

生活を守る事業の優先 

 令和２年度の新型コロナウイルス感染症対策では、市内企業・事業所支援と

して国、県の制度を含めて、以下のような支援事業を実施しました。今後も、

恵那商工会議所様、恵那市恵南商工会様を通じて事業者サイドのご意見をいた

だきながら、新型コロナウイルス対策連携会議等でご意見をいただいて、事業

者への支援等の経済対策事業を効果的に実施してまいります。 

支援事業内容 

〇国、県の支援制度 

・持続化給付金の支給＜国制度＞ 

・Go To キャンペーンの実施＜国制度＞ 

・ぎふGo To Eatキャンペーンの実施＜国制度＞ 

・事業者に対する家賃支援給付金事業の創設＜国制度＞ 

・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の創設＜国制度＞ 

・安心ステイ～ほっと一息、ぎふの旅宿泊キャンペーンの実施＜県制度＞ 

・宿泊施設における感染防止対策に伴う改修等への支援＜県制度＞ 

・岐阜県制度融資の実施＜県制度＞ 

・岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給 

〇市の支援制度 

・宿泊割引クーポンを発行 

・商品券付き宿泊割引クーポンの発行 

・観光商品券の発行 

・日帰り入浴施設割引キャンペーンの実施 
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・大学や事業団等によるスポーツ合宿の宿泊費への助成 

・市内観光バス事業や鉄道事業等観光事業者を支援する市内周遊ツアーの実施 

・周遊観光スタンプラリーの実施 

・えな泊得チケットの発行 

・恵那市観光客受入環境整備事業補助金の創設 

・プレミアム付商品券の拡充発行（2回） 

・カッとく！応援チケット！の発行（3回） 

・恵那市中小企業小口融資の増額・利子補給制度の創設 

・恵那市勤労者資金融資制度における利子補給制度の創設 

・新型コロナウイルス感染防止対策補助金の創設 

・広告・宣伝支援事業補助金の創設 

・テレワーク導入支援事業の創設 

・小規模事業者事業活動支援金事業の創設 

担当：商工課 

 

（２）新型コロナウイルス収束及び共存を見据えた消費喚起や産業振興の経済活性化

策（カッとく応援チケット・プレミアム商品券事業他）について業種の枠を広

げる等、前回の反省点を改良したうえで引き続き実施 

 カッとく！応援チケット事業は昨年から３回に渡り実施いたしました。来年

度は、第３弾と同規模の総額８億円分、16万シートでの事業規模で、最も効果

のある時期を見極めて実施してまいります。 

プレミアム付商品券事業は来年度も総額７億８千万円、６万シート、プレミ

アム額１シート3,000円で実施を予定しております。カッとく！応援チケット

事業、プレミアム付商品券事業の消費喚起事業について168事業者様からいた

だいたアンケート結果では、カッとく！応援チケット事業で83％、プレミアム

付商品券事業で81％の事業者様が「売り上げ貢献になった」とご回答いただき

ました。 

両事業において課題も見えてきましたので商品券実行委員会や恵那商工会議

所様、恵那市恵南商工会様のご意見をいただきながら改善を図り進めてまいり

ます。 

（カッとく応援チケット実績） 

第１弾 総額４億２千万円分（８万４千シート） 

実施時期令和２年５月 

      第２弾 総額３億円分（６万シート） 

実施時期令和２年12月 

第３弾 総額８億円分（16万シート） 

実施時期令和３年２月から業種枠を広げて全業種を対象に実施 
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（観光商品券）総額5,200万円分（８千シート） 

     （プレミアム付商品券）総額７億８千万円分（６万シート） 

担当：商工課 

 

（３）新型コロナウイルス感染拡大を契機として、暮らしや働き方の見直しが進んで

いることから、迅速な情報提供や手続きの簡素化に努める 

    ウェブサイトをはじめ、従来の電子メールや音声告知放送に加え、SNSも利用

して迅速な情報提供に取り組んでいます。また、昨年 11月２日から市公式アプ

リ「え～なび」の配信を開始し、情報提供に加え、住民票の写しや印鑑登録証

明書、戸籍謄本・戸籍抄本などの交付予約ができます。またBCG予防接種や子育

て相談、集団がん検診などの予約も可能となるなど順次手続きの簡素化に努め

てまいります。 

担当：総務課 

 

（４）観光客等が当地域の情報を受・発信できるように地域が一体となった情報を周

知広報できるしくみの構築の推進 

    市観光協会と連携し、恵那市公式観光サイト「え～な恵那」に掲載されてい

る内容を見直し、各地域の観光資源の紹介やイベント情報などを集約してウェ

ブサイトの情報を充実します。またSNS等を積極的に活用して、最新の観光情報

を速やかに発信してまいります。 

担当：観光交流課 

 

  （５）新型コロナウイルスの影響を著しく受けている飲食店への支援策としてテイク

アウトなどの資材の共同購入の支援 

      テイクアウト商品の販売促進に向けて、一括購入方法や販売方法など実施に

向けて事業者ニーズを掴みながら貴所と一緒に制度設計を行いたいと考えてい

ます。 

担当：商工課 

 

  （６）国に対して、新型コロナウイルスによる危機を乗り越えるために特例的に行わ

れた施策について、資金繰り、設備投資・販路開拓、経営環境の整備等、事業

の継続や効率化に資するものは継続的な取り組みを要望 

      国の令和２年度第３次補正予算にて、民間金融機関や日本政策金融公庫によ

る資金繰り支援の継続や中小企業等事業再構築促進事業として新たな事業展開
や業態転換等への支援の継続が決定しています。引き続き、国へは機会を捉え

て継続的な支援を要望してまいります。 

担当：商工課 

 



- 4 - 
 

２．中小企業・小規模企業の支援体制の強化 

【新規要望】 

   地域企業の生産性向上と安定的な経営を維持するための有効な施策を浸透させ、今

後も時勢に合わせて柔軟に対応し、実効性の高い制度の継続実施を要望します。 

  （１）ふるさと納税の仕組みの見直しと、上限額の撤廃による返礼商品の拡充と恵那

市、ジバスクラム、観光協会、商工会議所が統一して市外に向けてのＰＲの推

進 

返礼品の上限額については県にも確認しながら、恵那市も上限額を上げてい

けるよう検討してまいります。 

     また、ジバスクラム恵那において返礼品の拡充に向けて出品事業者の掘り起こ

しや新商品開発等を支援するとともに、新しく地域総合型販売サイト（アエル

サイト）を構築し、情報の一元化を図り、市外へのＰＲに努めてまいります。 

担当：地域振興課移住定住推進室、商工課 

 

【継続要望】 

   公共工事での入札発注について、公共性の見地から一定のルールが必要であること

は理解できるところですが、市内事業者育成のため、これまで以上に一歩踏み込んだ

市内事業者優先の検討をお願いします。 

（１）令和２年からの指名基準変更について、恵那市中小企業・小規模企業振興条例

を踏まえた基準の決定と品確法に基づいた最低制限価格の導入 

    指名方針については、令和２年度当初、昨年度の回答に沿って改定しました

測量コンサルタント業務委託に係る方針を来年度も基本的に維持する方針です。

また、建設工事以外の最低制限価格の導入については、社会情勢、近隣市の動

向等を踏まえ引き続き検討してまいります。具体的には定期的に近隣自治体の

入札制度の実態調査を行い、測量コンサルタント業務における落札率の動向を

注視し、実態にあった入札制度の実施に努めてまいります。 

担当：財務課 

 

（２）事業のスムーズな施工のため、現場施工着手前に三者（市役所・施工業者・コ

ンサルタント）協議の実施 

      公共工事の適正な施工を確保し工事目的物の一層の品質向上を図ることは非

常に重要であると考えています。実施個所、実施方法等の検証を行ったうえで、

取り組み方法について検討します。 

担当：建設課 

 

３．地域企業の人材確保、定着の促進と生産性向上への支援 

少子化と若者の市外流出は、市内企業にとって重大な課題であり、事業継続の推進

強化を要望いたします。 
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【新規要望】 

（１）従業員の雇用を継続する支援策（雇用調整助成金）はあるものの、新規採用を

検討する段階で前向きに考えられる支援策の創設 

    地域産業の活力創出を担う人材の確保は重要な課題と捉えており、再構築す

る産業振興ビジョンの施策に組み入れ、産業振興会議にてご意見をいただきな

がら支援策の創設に向けて進めてまいります。 

担当：商工課 

 

（２）労働力を確保するため、商工業者間での副業の推進や他都市からの多様な人材

が継続的に交流・マッチング・移住定住ができる環境の構築 

恵那くらしビジネスサポートセンターでは、都市部の副業人材と市内企業の

マッチングを支援しているほか、移住希望者の就職相談を受け、市内企業への

就職を支援しています。商工業者間での副業推進については、恵那くらしビジ

ネスサポートセンターと恵那商工会議所様、恵那市恵南商工会様が連携を図っ

て、地域内商工業者間での副業推進の可能性を探りながら制度構築に向けて進

めてまいります。 

担当：商工課 

 

（３）地元に愛着や興味を持たせる啓蒙活動としてこども園から小学校、中学校で市

内の産業を知り、体験する教育事業の導入 

恵那市の教育の重点は、主体性・社会性・郷土愛であり、その郷土愛（ふる

さとを愛し誇りに思う心）を育むため、小中学校では「ふるさと学習」に取り

組んでおり、生活科、社会科、総合的な学習の時間で、地域の企業、商店、農

業などの見学及び体験活動を実施し、特に中学校２年生では職場体験や職業講

話などを実施しています。こども園では、園外保育等の際に地域での農業体験

や施設見学を実施しています。 

    これら子供の頃からの体験活動は、自分の生まれ育ったまちに多くの産業が

あり、それに携わる企業があることを知り、ふるさとへの愛着の醸成につなが

る活動としています。 

この体験活動を幼児期から中学生までの発達段階に合わせて更に充実させる

ため、恵那商工会議所様、恵那市恵南商工会様のご協力をいただきながらリス

ト化を図り、見学や体験のみならず、地域の企業を子供たちが目を輝かして学

べるような体験の仕組みを、商工会議所青年部の皆様と一緒に協議をさせてい

ただきます。 

担当：学校教育課、幼児教育課 
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【継続要望】 

（１）新規学卒者が市内企業に就職し、一定期間勤務した場合の助成金の検討 

恵那市雇用対策協議会において、令和２年度から前年度の３月末日に同一事

業所おいて、勤続年数が３年以上４年未満の者でかつ恵那市内に住所を有する

者に対して、１人当たり1万円の記念金を贈るように事務を進めております。 

担当：商工課 

 

４．人口減少対策と移住定住の推進について 

恵那市における人口減少と高齢化は深刻な課題であり、地域を守る取組みとさらな

る移住定住推進を要望いたします。 

【新規要望】 

（１）外国人労働者を含めた空き家の利活用及び助成 

      外国人の方でも一時的な居住のためではなく、市内への定住を目的に空き家

への入居を検討している方であれば、空き家バンク制度を利用して市内にお住

いいただけます。また、恵那くらしビジネスサポートセンターで紹介している

空き家情報を基に事業所様が空き家を社員寮として活用をご検討される場合は、

ご希望の空き家を取り扱う空き家バンク制度協力不動産業者をご紹介いたしま

す。事業所様への助成制度はありませんので、事業者様のご要望を聞きながら、

貴所と一緒に制度を検討していきます。 

担当：商工課 

 

【継続要望】 

（１）笠周地域の高齢者向け移動販売の検討 

      地域での必要性や販売方法、既存事業者様との関係性を踏まえて、実際にど

のような移動販売ができるのか、引き続き地域の皆さんとの意見を伺いながら

方向性を検討していきます。 

担当：地域振興課 

 

（２）移住体験プログラムの導入及び移住定住の促進に向けての地域魅力発信のさら

なる推進 

      コロナ禍において在宅勤務やテレワークが普及し、働き方の概念が変化して

いく中、地方への移住定住への関心が高まってきていると言われています。 

このような中、移住に至る過程において、都市住民などが地域や地域の人々

と多様に関わりながら、地域の魅力を知って感じていただくなどの関係人口づ

くりが大切だと考えており、地域自治区が取り組む宿泊体験や田舎体験等の関

係人口創出のための活動を対象に、ハード、ソフトの両面での取り組みを支援

していきます。令和３年度より地域の関係人口創出促進事業として、ソフト事

業と合わせたハード整備事業に500万円を上限に地域へ補助金を交付します。



- 7 - 
 

２年目、３年目はソフト事業に50万円を上限に補助金を交付し、地域の関係

人口創出にむけた取り組みを支援します。 

担当：地域振興課移住定住推進室 

 

５．道路整備・安全対策・地域振興について 

市民の生命・財産を守り、便利で安心して暮らせるまちづくりのため、道路整備・

安全対策の充実を要望いたします。 

【新規要望】 

（１）地域の利便性や観光地の活性化を図るために恵那峡サービスエリアにスマート 

インターチェンジの設置 

令和元年に策定した「恵那市リニアまちづくり基盤整備計画」においてリニ

ア開業までに恵那峡サービスエリアにスマートインターチェンジの設置を計画

しており、実現に向けて関係機関と調整しています。なお、設置検討に向けた

業務について、令和３年度に予算化しました。 

また、令和３年２月５日に要望いただきました、スマートインターチェンジ

と既存主要道路を結ぶアクセス道路の早期整備、スマートインターチェンジ周

辺への企業用地の早期整備につきましても、スマートインターチェンジ設置計

画の深度化に合わせ、検討を進めます。 

担当：リニアまちづくり課 

 

（２）観光客の主要ルートであり、今後リニア中央新幹線の工事車両等の通行が予想

される恵那ＩＣから恵那峡までの経路について、旭ヶ丘交差点北側横断歩道の

改善と重量規制がある、河鹿橋（大井町長島）の補強または、架け替えの検討 

・旭ヶ丘交差点北側横断歩道の改善 

    道路を管理する岐阜県とも協議しながら、改善方法を検討していきます。 

・河鹿橋の補強または、架け替えの検討  

      河鹿橋については、本年度より具体的検討を進めております。できるだけ早

期に改修に着手できるよう引き続き取り組んでいきます。 

担当：建設課 

 

（３）住宅、商業施設、駐車場等の建設に係る農業振興地域除外の容認期間の短縮 

    平成29年度まで農振除外の受付は年に１回だけ（７月）でしたが、平成30

年度から年２回（１月・７月）に変更しています。地域住民の利便性向上のた

め、受付期間の変更（拡大）の検討を行い、今後も迅速な事務処理に取り組み

ます。  

また、平成31年１月受付分からは、土地改良事業等実施済の農地や、おおむ

ね10ha以上の集団農地のような優良な農地（１種農地）以外の農地(２種農

地、３種農地）においては、一般住宅での除外ができるようになりました。建
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設計画がある場合は、農政課に随時ご相談ください。農地の種別については、

農業委員会事務局で確認できます。 

担当：農政課 

 

（４）紙類リサイクル事業について、リサイクルステーション設置地域の拡充と取扱

い市内事業者の拡大により市内全域の紙類廃棄ゼロの推進 

      恵那市では地域常設資源回収拠点の設置を進めています。これは、各地域に

常設型の資源回収ステーションを設置し、運営は地元団体が担い、市内古紙再

生会社様に再生・市内循環を担っていただく事業です。現在まで上矢作・山

岡・串原・岩村地区の設置を完了しており、紙類の回収量本年 2月末現在で、

上矢作では約58トン、山岡では約78トン、串原では20トン、昨年12月から

始まった岩村では約14トンと多くの紙類が回収されています。今後の予定とし

て今年度中に東野・飯地地区の開設を調整中です。来年度にも他 2地区にて調

整を進めており、市内全地区に拡充を計画し、また、市内業者の協力を得られ

るよう拡大していきたいと考えています。 

担当：環境課 

 

【継続要望】 

（１）アクロスプラザ周辺の早急な交通安全対策の対応 

・国道１９号との交差点信号に、矢印信号の設置 

 恵那警察署では恵那大橋西交差点の南北方向に右折の矢印信号を 10月 28日

に設置しました。 

・恵那川上屋、ルンビニー保育園前の混雑解消に向けた検討 

周辺箇所も含めた交通安全対策を検討しており、交差点マークの設置や、歩

行者の安全対策などを追加で実施しております。今後も状況を注視しながら

随時対応していきます。 

・周辺の新設及び拡幅道路交差点に必要な信号機の設置 

夢屋前の交差点につきましても、アクロスプラザオープン後事故が発生して

おり、現在公安委員会に対して信号機の設置要望を行っている所です。今後

も引き続き早期の信号機設置を強く要望していきます。 

担当：都市住宅課 

 

  （２）県道恵那八百津線、国道４１８号線の二車線化に向けた早期整備 

国道 418号線丸山バイパス事業は、工事着手以降順調に進んでおります。工

事用道路を建設して橋梁の工事を実施しています。早期完成に向けて接続する

県道恵那八百津線の改良事業についても、二車線化に向けて引き続き岐阜県に

要望してまいります。 

担当：建設課 
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（３）恵那インターチェンジから恵那峡に向かう恵那インターチェンジ北交差点の混 

雑について、久須見交差点経由を含めた混雑緩和の検討 

     恵那インターチェンジ周辺道路の混雑緩和策につきましては、基盤整備や信  

号制御をはじめとした通行規制など総合的に行う事が必要です。「恵那市リニ

アまちづくり基盤整備計画」には、恵那峡サービスエリアへのスマートインタ

ーチェンジの設置や、坂の上交差点の通行規制、都市計画道路羽根平学頭線の

整備などが計画されています。これらの事業は、混雑緩和策だけではなく、観

光客の集客や企業誘致といった経済効果なども期待されます。 

 最小限の予算で最大限の効果を得るため、様々な要因を鑑み、事業の優先度  

を決め取り組んでまいりますので、ご協力お願い致します。 

担当：建設課 

 

       （４）武並町昭和包装工業㈱の左側市道は道幅が狭く、業務用及び一般車両の通行も

多いため、一方通行を含めた安全対策の検討 

 今年度安全対策として注意看板を設置します。一方通行規制のほか、速度抑

制を行うゾーン３０指定について公安委員会に相談しましたが、地区の道路一

帯を３０キロ規制とする必要があるため、今後も引き続き協議を行います。 

担当：建設課 

 

６．観光事業について 

  交流人口の増加を図るため、さらなる地域観光資源の保全と活用を要望いたします。 

  【新規要望】 

（１）道の駅に地元企業ＰＲ及び観光客向けの集合案内看板の設置 

     「道の駅 そばの郷らっせぃみさと」に大型スクリーン（LEDデジタルサイネ

ージ）が令和２年１０月に設置されました。現在この大型スクリーンは、らっせ

ぃみさとの情報などを告知しておりますが、各事業者や団体で広告することが可

能です。詳しくは、直接道のらっせぃみさとまで直接お尋ねください。このデジ

タルサイネージは令和元年度（一社）全国道の駅連絡会から設置の募集があり設

置しましたが、上矢作町、山岡町の道の駅については今後同様の照会があれば２

駅に働きかけたいと考えております。 

担当：観光交流課 

 

（２）地域が一体となって市外、県外からの観光客誘致に必要な店舗情報、イベント

情報やキャンペーン実施情報等の周知及び広報 

市外や県外へ観光情報を発信するため、ウェブサイトや SNSを積極的に活用

してまいります。市観光協会と連携し恵那市公式観光サイト「え～な恵那」の

更なる充実のため、各地域の観光資源の紹介やイベント情報などを集約し発信
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する体制を強化するとともに、市内の宿泊施設や飲食店、観光施設などの情報

なども幅広く提供するよう内容の強化を図ります。フェイスブックやインスタ

グラムによる情報発信、ユーチューブによる動画発信を積極的に行い、観光キ

ャンペーン時などには、ターゲット層に効率的に情報が届く広告によりSNSの強

みである訴求力と拡散力を活かした情報発信を行ってまいります。また、令和

３年度は既存の総合観光パンフレットを刷新します。パンフレットには QRコー

ドなどを活用して、市公式観光サイトや観光動画サイトとつながることができ

る工夫をし、最新の観光情報をお知らせできるように行ってまいります。 

担当：観光交流課 

 

（３）市民や企業、行政が協働で取り組み、「観光恵那」らしい景観形成を推進する

ため「恵那市の景観計画」の早期策定 

市では、平成24年３月に「山、農地、里、まちのつながりを大切にし、そこ

での人々の暮らしがみえる風景」を目指す景観像として恵那市景観計画を策定

し、恵那の良好な景観形成を推進しています。中山道エリアでは保存条例など

の規制はないので、市で行っている歴史的風致維持向上計画の中で重点地区と

して設定し、地域の方に理解を得ながら中山道など歴史的資源の保存を促して

いきたいと考えています。令和２年度に中山道明治天皇大井行在所の保存修理

工事と長屋門の移築工事も完了し、令和３年４月から一般公開されます。文化

財及び交流施設として広く市民に活用してもらうよう、これからも周知してま

いります。 

担当：都市住宅課、生涯学習課 

 

（４）市内に点在する観光資源の有効活用及び広域広報活動 

      市内には自然や歴史、食、スポーツといった誇るべき観光資源が点在してお

り、それら観光資源を有効活用した滞在型コンテンツを造成する取り組みを進

めております。観光者への滞在性向上へつなげるため、担い手となる地域や事

業者への育成や支援を行ってまいります。コロナ禍による旅行形式の変容に対

応し、需要拡大が見込まれるアウトドアや自然資源、スポーツアクティビティ

などの情報をＳＮＳやメディアを活用したプロモーション活動により広くＰＲ

を行い、誘客につなげることで域内観光消費の活性化に努めてまいります。 

担当：観光交流課 


